
　ＪＡＦ公認　　地方競技（クローズド競技併設）

　　ＪＭＲＣ埼群ジムカーナフェスティバル

 特別規則書

　本競技会は、社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに、国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モータースポーツ競技規則ならびに

それに準拠したＪＡＦ国内競技規則及びその付則及び２００８ＪＭＲＣ関東ジムカーナシリーズ共通規則、２００８年ＪＭＲＣ埼群

ジムカーナシリーズ統一規定及び本競技会特別規則書に従い、ＪＡＦ公認地方競技及びクローズド競技として開催される。

第１条　　競技会の名称

ＪＭＲＣ埼群ジムカーナフェスティバル

第２条　　競技種目

　 四輪自動車によるジムカーナ

第３条　　競技格式

ＪＡＦ公認　地方競技及びクローズド競技

第４条　　開催日・開催場所

　 ２００８年１２月２１日（日）　　　本庄サーキット

第５条　　オーガナイザー

関越スポーツクラブ（Ｋ・Ｓ・Ｃ）

第６条　　大会役員

組織委員長　　 堀内　純 組織委員　　　　和田　修一　　　　後藤　和弘

第７条　　大会審査委員会

　 審査委員長　　 木暮　徹也 審査委員　　　  熊倉　俊夫

第８条　　競技役員

　 ・競   技   長　   斉藤　邦夫・コース委員長 　 堀内　猛彦・計時委員長　　 後藤　和弘

・技術委員長 　　佐々木春彦 ・救　急委員長　　和田　由美・事 務 局 長     和田　修一

第９条　　参加車両

　 ２００８年度ＪＡＦ国内競技車両規則の第３編・スピード車両規定のいずれかに合致した車両とする。

第10条　 クラス区分

◎地方競技 Ｎ２ Ｎ車両で前輪駆動車（ＦＷＤ）

Ｎ３ Ｎ車両で後輪駆動車（ＲＷＤ）

Ｎ４ Ｎ車両で４輪駆動車（４ＷＤ）

Ｂ２ Ｂ車両で２輪駆動車（２ＷＤ）

Ｂ４ Ｂ車両で４輪駆動車（４ＷＤ）

ＮＴF ノーマルタイヤのＢ車両で前輪駆動車（ＦＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

ＮＴR ノーマルタイヤのＢ車両で後輪駆動車（ＲＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

ＮＴ４ ノーマルタイヤのＢ車両で４輪駆動車（４ＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

ＦＲ Ｂ・ＳＣ車両でフロントエンジンの後輪駆動車（ＦＲ）

Ｓ１ Ｎ・ＳＡ車両の２輪駆動車（２ＷＤ）/ＪＭＲＣ関東ＳＡ・Ａ・Ｂシードドライバーのみ

Ｓ２ Ｎ・ＳＡ車両の４輪駆動車（４ＷＤ）/ＪＭＲＣ関東ＳＡ・Ａ・Ｂシードドライバーのみ

ＲＡ １４００㏄以下のラリータイヤを装着したＢ車両（ラリー・ダートラ車）

ＲＢ １４０１㏄以上２０００㏄以下のラリータイヤを装着したＢ車両（ラリー・ダートラ車）

ＲＣ ２００１㏄以上のラリータイヤを装着したＢ車両（ラリー・ダートラ車）

◎ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ競技 ＦＦ（ＣＦＦ） Ｂ車両で前輪駆動車（ＦＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

ＲＤ（ＣＬＲ） Ｂ車両で後輪駆動車（ＲＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

４ＷＤ（ＣＬ４） Ｂ車両で４輪駆動車（４ＷＤ）/Ｓタイヤ使用禁止

ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ＣＬＧ－○○) ２００８年度ＪＡＦ国内競技車両規則の第３編・スピード車両規定のいずれかに

合致した車両で設定自由の仲間同士で競い合いたいグループ用クラス

第11条　 参加資格

１)２００８年ＪＭＲＣ埼群ジムカーナシリーズ統一規則５項－③に準じる。但し,特別枠として５点未満でも参加可能とするが、

　参加獲得ポイント によって料金が変わる。

※５項－③　フェスティバルへの参加は、参加ポイントを獲得することにより参加することが出来る。

　  参加獲得ポイント合計５点により参加可能となる。参加ポイントを獲得することが出来る大会及び

    獲得ポイント点数は下記の通りとなる。

　 １．２００８年ＪＭＲＣ埼群ジムカーナシリーズ（１戦参加により１Ｐ）

　 ２．２００８年１１月までに関越スポーツランドで開催されるＪＡＦ公認競技会（１戦参加により１Ｐ）

　 ３．その他、２００８年ＪＭＲＣ埼群ジムカーナシリーズ事務局（オーガナイザー会議）により対象競技会を

      別途設ける場合がある。（対象競技会・２００８年ＪＭＲＣ群馬ラリー及びダートラシリーズは、１戦５点）

２)地方競技はＪＡＦ発給の２００８年度国内競技参加者許可証及び国内競技運転者許可証Ａ又はＢライセンスを所持する事。

３)クローズド競技への参加は、当クラブの会員及び一時準会員（申込と同時に自動的入会）である事。

第12条　 参加料

地方競技クラス及びクローズド競技クラスとも下記の通りとする。

１）参加獲得ポイント　　　５点 ７，０００円/１名 （カレー弁当付）

２）参加獲得ポイント　　　４点 ８，０００円/１名 （カレー弁当付）

３）参加獲得ポイント １～３点 ９，０００円/１名 （カレー弁当付）

４）参加獲得ポイント　　　０点 １０，０００円/１名 （カレー弁当付）

注１） 参加申込書の「主な競技暦（過去２年間の実績）」欄で参加獲得ポイントを確認します。

「２００８年ＪＭＲＣ埼群ジムカーナシリーズ第○戦」及び「２００８年１１月までに関越スポーツランドで開催された

ＪＡＦ公認競技会のシリーズ名と第○戦」を記入してください。記入がない場合は、参加獲得ポイント０点になりますので

忘れずに記入してください。

注２） 本庄サーキット入場の際、すべての入場車両に駐車代金が１，０００円/１台かかります。入場者（エントラントを除く）は、
別途５００円/１名かかりますので係員にお支払いください。尚、サービス員の入場料には、カレー弁当が付きますので
参加申込書下の備考欄にサービス員何名と記入して下さい。当日受付で入場券と引換えに昼食券を渡します。

  ≪公示≫



第13条　 参加申込先及び参加申込期間

１)参加申込先（問合せ先）

　　〒３７０－１２１３

　高　崎　市　山　名　町　　１１５９－１

　　　関越スポーツクラブ（Ｋ・Ｓ・Ｃ）事務局 ＴＥＬ　０９０－８８１１－７０５３

２)参加申込期間

　　２００８年　１２月１日（月）　～　２００８年　１２月１１日（木）まで　期日厳守

３)所定の参加申込書、改造申告書に必要事項を記入し署名捺印の上、参加料を添えて現金書留で郵送又は事務局へ持参すること。

４)同一車両による重複参加には制限を設けない　 (１台の車で何人でも参加可能。）

第14条　 タイムスケジュール

ゲートオープン ７：００～

参　加　受　付 ７：３０～８：００

（参加受付後の詳細については、公式通知にて発表する。）

第15条　 その他の事項

　 １)公式通知等の掲示板 ：大会事務局に隣接した掲示板

２)ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ  ：大会事務局前

３)慣　　 熟 　 歩 　 行  ：全クラス徒歩による慣熟歩行を行う。

４)ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ走　行  ：全クラス参加車両によるｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ走行（コース右回り）を行う場合がある。

第16条　 賞典

１)各クラス６位までとする。但し、各クラスとも参加台数の３０％を越えない範囲とする。

２)地方競技の各クラスにおける参加台数が３台以下の場合、入賞者に対してＪＡＦメダルは授与されない。

３)当日、別途特別賞を設ける場合がある。

第17条　 付則

１)本特別規則書に記載されていない事項については２００８ＪＡＦ国内競技規則及び２００８ＪＭＲＣ関東

   ジムカーナシリーズ共通規則、２００８年ＪＭＲＣ埼群ジムカーナシリーズ統一規定を適用する。

２)全クラスにおいてタイヤウォーム行為（冷却行為含む）は、一切禁止とする。

３)地方競技のノーマルタイヤクラス及びクローズド競技の全クラス（グループクラスは除く）は

 　一般市販ラジアルタイヤのみとする。(Ｓタイヤ等及び同等以上のタイヤの使用禁止)  

第18条　 本規則の解釈

本特別規則書及び競技に関する諸規則(公式通知含む）の解釈に疑義が生じた場合は、大会審査委員会の決定を最終とする。

第19条　 本規則の施行

本規則は参加申込と同時に有効となる。

　　　　大会組織委員会


